
令和４年６月１日開催 

第２７回選挙管理委員会会議録 

新潟市江南区選挙管理委員会 



第２７回江南区選挙管理委員会次第

日時   令和４年６月１日(火)
午前９時３０分

場所   ２０３会議室 

１ 議題

議案第８５号 選挙人名簿の登録及び抹消について

議案第８６号 選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況（令和３年

度分）の公表について

議案第８７号 選挙人名簿登録の移替え延期について

議案第８８号 ポスター掲示場の設置場所について

議案第８９号 不在者投票事務を取り扱う場所について

議案第９０号 期日前投票所の設置について

議案第９１号 在外選挙人が期日前投票を行う期日前投票所の指定について

議案第９２号 氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う場所及び日時について

議案第９３号 投票の順序について

議案第９４号 開票の場所及び日時について

議案第９５号 当日投票所の変更について

２ その他

・令和４年５月２９日執行 新潟県知事選挙の投開票結果について



第２７回選挙管理委員会会議録 

開催日時  令和４年６月１日（水） 午前９時３０分開催 

開催場所  江南区役所２０３会議室 

出席委員（４人） 委 員 長 今井 宏樹    職務代理者 福間 博子 

         委  員 横山 信夫    委  員  滝沢 優 

出席職員（３人） 事務局次長  関本  健  

係    長  小林  修一郎   主   査 小林  ひとみ  

付議事項 

付議事項 説明 審議の結果等 

議案第８５号

選挙人名簿の登

録及び抹消につ

いて

令和３年６月１日現在において、選挙人名簿に登録され

る資格を有する者を次のとおり選挙人名簿に登録するも

のとし、また、選挙人名簿に登録されている者のうち、選

挙人名簿から抹消する事由が生じた者を次のとおり選挙

人名簿から抹消する旨説明。

１ 登録する者 

 (1) 登録する者の数 

       男 ２１人 女 ２２人  計 ４３人 

２ 抹消する者 

 (1) 抹消する者の数 

       男 ５１人 女 ３３人  計 ８４人

根拠法令：公職選挙法第２２条第１項及び同法第２８条

（審議結果）全委員、

異議がなかったの

で、原案のとおり決

定した。 

議案第８６号

選挙人名簿抄本

及び在外選挙人

名簿抄本の閲覧

状況の公表につ

いて

公職選挙法第２８条の４第７項及び公職選挙法施行規則

第３条の４に基づき、令和３年度の選挙人名簿抄本及び在

外選挙人名簿抄本の閲覧の状況について公表する旨説明。

〇令和３年度閲覧実績１０件

（審議結果）全委員、

異議がなかったの

で、原案のとおり決

定した。 

議案第８７号

選挙人名簿登録

の移替え延期に

ついて

令和４年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙にお

ける江南区の選挙人名簿登録の移替えを次の期間の翌日

後に延期する旨説明。 

〇登録移替えを行わない期間 令和４年６月４日から 

              令和４年７月１０日まで 

根拠法令：公職選挙法施行令第１７条



付議事項 説明 審議の結果等 

議案第８８号

ポスター掲示場

の設置場所につ

いて

令和４年７月１０日執行予定の参議院新潟県選出議員

選挙における、ポスター掲示場の設置場所を次のとおり説

明。 

〇ポスター掲示場 区内１９４か所 

根拠法令：公職選挙法第１４４条の２第 1項 

（審議結果）全委員、

異議がなかったの

で、原案のとおり決

定した。 

議案第８９号

不在者投票事務

を取り扱う場所

について

令和４年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙に

おける不在者投票事務を取り扱う場所を次のとおり説明。

〇不在者投票事務を取り扱う場所 

 ・新潟市江南区役所 

新潟市江南区泉町３丁目４番５号 

 ・新潟市江南区役所横越出張所 

新潟市江南区横越中央１丁目１番１号 

 根拠法令：公職選挙違法第４８条の２第６項の規定によ

り読み替えて適用される同法第３９条 

（審議結果）全委員、

異議がなかったの

で、原案のとおり決

定した。 

議案第９０号

期日前投票所の

設置について

令和４年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙に

おける期日前投票所の設置場所を次のとおり説明。 

〇期日前投票所を設ける場所 

 ・新潟市江南区役所   

新潟市江南区泉町３丁目４番５号 

 ・新潟市江南区役所横越出張所 

   新潟市江南区横越中央１丁目１番１号 

根拠法令：公職選挙法第４８条の２第６項の規定におい

て準用する同法第３９条 

（審議結果）全委員、

異議がなかったの

で、原案のとおり決

定した。 

議案第９１号

在外選挙人が期

日前投票を行う

期日前投票所の

指定について

令和４年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙に

おける在外選挙人が期日前投票を行う期日前投票所の指

定について次のとおり説明。 

〇在外選挙人が期日前投票を行う期日前投票所 

 ・江南区役所 

   新潟市江南区泉町３丁目４番５号 

 根拠法令：公職選挙法第４９条の２第４項の規定により

読み替えて適用される同法第４８条の２第１

項 

（審議結果）全委員、

異議がなかったの

で、原案のとおり決

定した。 



付議事項 説明 審議の結果等 

議案第９２号

氏名等の掲示の

順序を定めるく

じを行う場所及

び日時について

 令和４年７月１０日執行予定の参議院新潟県選出議員

選挙における氏名等の掲示の順番を定めるくじを行う場

所及び日時について次のとおり説明。 

〇場所：新潟市江南区役所 ２階２０３会議室 

〇日時：令和４年６月２２日 午後５時３０分 

 根拠法令：公職選挙法第１７５条第３項 

（審議結果）全委員、

異議がなかったの

で、原案のとおり決

定した。 

議案第９３号

投票の順序につ

いて

 令和４年７月１０日執行予定の参議院新潟県選出議員

選挙及び参議院比例代表選出議員選挙の各投票所におけ

る投票の順序を次のとおり定める旨を説明。 

① 参議院新潟県選出議員選挙 

② 参議院比例代表選出議員選挙 

（審議結果）全委員、

異議がなかったの

で、原案のとおり決

定した。 

議案第９４号

開票の場所及び

日時について

令和４年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙に

おける新潟市江南区開票区の開票の場所及び日時を次の

とおり定める旨を説明 

〇場所：亀田市民会館 

〇日時：令和４年７月１０日 午後９時００分 

 根拠法令：公職選挙法第６３号 

（審議結果）全委員、

異議がなかったの

で、原案のとおり決

定した。 

議案第９５号

当日投票所の変

更について

令和４年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙に

おける当日投票所の変更について次のとおり説明 

〇４０８投票所「亀田東児童館」を「亀田東小学校」に変

更。 

〇４２８投票所「東曽野木小学校」を「曽野木コミュニテ

ィセンター」に変更。 

（審議結果）全委員、

異議がなかったの

で、原案のとおり決

定した。 

その他 

 新潟県知事選挙の投開票結果について報告。 

閉会時刻 午前 １０時２０分頃 


